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医療情報連携ネットワーク(※1)の普及促進のための標準モデルの確立 

※1：医療機関等の間で患者の診療情報に関するデータを共有する取組みのこと。 
※2：現在、全国に約160件の地域医療ネットワークが形成されている。（内閣官房IT総合戦略室調べ） 
※3：「標準モデル」の要素としては、例えば、相互運用性（標準規格に基づき、ネットワークの間で情報を相互利用できること）や持続可能性（システム

低廉化、運営体制の確立など自立性が確保され、ネットワークの運営が長期に渡り持続可能であること）のほか、全国共通で共有すべき最低限の情報項
目が標準的な形式で共有されること等が考えられる。 

※4：平成26年通常国会に提出されている医療介護総合確保推進法案では、都道府県による地域医療構想の策定や、新たな財政支援制度（都道府県に基金
を設置）が盛り込まれている。こうした政策的枠組みと整合性を図る。 

現在の課題 
 

期待される効果 
 

全国各地でネットワークが
構築されつつあるが(※2) 

×維持費用が高く、取組み
が続かない 

×近隣のネットワークと情
報共有できない 

といった課題を抱えるもの
も存在 

「標準モデル」 
の確立 

(※3) 

＋ 

財政支援 
による普及 

(※4) 

◎ 維持費用が低廉で、 
 取組みを継続できる 
◎ より広域で診療情報を
共有できる 

ネットワークが展開 

✔ ネットワークの普及促進と、 
 サービスの質の向上と効率化 

メリットup 
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本人自宅 

在宅医療・介護は、多様な職種が様々な時間帯に患者の自宅を訪問してサービスを行うため、関係者が一同に会する機会は必ず
しも多くない。患者の日常の様子や状態の変化をタイムリーに把握するためには、タブレット端末等、ITを活用した情報共有の効果
が高い。 

提供情報の例 
・生活状況・状態 
・服薬状況 

提供情報の例 
・病状説明 
・薬 「こんなことに 

注意してください」 

「こんなことがあったら医
師に連絡を」 

「こんな様子で 
お過ごしです」 

「このような症状を
訴えています」 

・退院直後から終末期まで、状態の変化をタイム 
 リーに把握し、適時に対策をとることが可能に 
・生活状況が分かることで、投薬や処置の効果を 
 把握しやすくなる 

治療方針や病状を理解し、本人 
の状況・状態に応じた、より質 
の高いケアを行うことが可能に 

在宅医療 
関係機関 

在宅介護事業者 
（ケアマネジャー等） 

・住み慣れた自宅等で本人の状況・状態に合った、より質の 
 高い医療・介護を受けることができる 
・同じ説明を様々な事業者に行う必要がなくなり負担も軽減 

在宅医療と介護が連携するための情報共有システムは、地域の様々な事業者が利用することで大きな効果が期待できる。異なる
システムでも必要な情報を交換できるよう、国として、標準化の推進に取り組む。 

Ｂ社システムを利用し
ている歯科医師や 

地域包括支援センター
が発信した情報を確認
できる。 

Ａ社システムを利用し
ている主治医や看護
師が発信した情報を
確認できる。 

 複数の情報共有システムで連携し、患者（利用者）の必要な情報を安全に相互転送することが可能となる。 

Ａ社システム Ｂ社システム 

ケアレポート 

フェイスシート（利用者の基本情報） 

等 
ケアレポート 

フェイスシート（利用者の基本情報） 

等 
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在宅医療・介護の情報共有 


